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○
装
置
型
式
指
定
規
則
（
平
成
十
年
運
輸
省
令
第
六
十
六
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

現

行

（
特
定
装
置
の
種
類
）

（
特
定
装
置
の
種
類
）

第
二
条

法
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
装
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
二
条

第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
特
定
装
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

四
の
二

法
第
四
十
一
条
第
三
号
の
操
縦
装
置
の
う
ち
施
錠
装
置
（
専
ら
乗
用
の
用
に
供
す
る
自
動

車
（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自

動
車
並
び
に
被
牽
引
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
乗
車
定
員
が
十
人
未
満
の
も
の
及
び
貨
物
の

け
ん

運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び
に

被
牽
引
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
車
両
総
重
量
三
・
五
ト
ン
以
下
の
も
の
に
備
え
る
も
の
に

け
ん

限
る
。
）

四
の
三

法
第
四
十
一
条
第
三
号
の
操
縦
装
置
の
う
ち
原
動
機
そ
の
他
運
行
に
必
要
な
装
置
の
機
能

を
電
子
的
方
法
に
よ
り
停
止
さ
せ
る
装
置
（
以
下
「
イ
モ
ビ
ラ
イ
ザ
」
と
い
う
。
）
（
専
ら
乗
用

の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び

そ
り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び
に
被
牽
引
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
乗
車
定
員
が
十
人
未
満

け
ん

の
も
の
及
び
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す

る
軽
自
動
車
並
び
に
被
牽
引
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
車
両
総
重
量
二
ト
ン
以
下
の
も
の
に

け
ん

備
え
る
も
の
に
限
る
。
）

五
〜
二
十
二

（
略
）

五
〜
二
十
二

（
略
）

二
十
二
の
二

法
第
四
十
一
条
第
十
三
号
の
灯
火
装
置
の
う
ち
側
方
照
射
灯

二
十
三
〜
四
十

（
略
）

二
十
三
〜
四
十

（
略
）

四
十
の
二

法
第
四
十
一
条
第
十
四
号
の
警
報
装
置
の
う
ち
自
動
車
の
盗
難
が
発
生
し
よ
う
と
し
て

い
る
、
又
は
発
生
し
て
い
る
旨
を
音
又
は
音
及
び
灯
光
等
に
よ
り
車
外
へ
警
報
す
る
こ
と
に
よ
り

自
動
車
の
盗
難
を
防
止
す
る
装
置
（
以
下
「
盗
難
発
生
警
報
装
置
」
と
い
う
。
）
（
専
ら
乗
用
の

用
に
供
す
る
自
動
車
（
二
輪
自
動
車
、
側
車
付
二
輪
自
動
車
、
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ

り
を
有
す
る
軽
自
動
車
並
び
に
被
牽
引
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
乗
車
定
員
が
十
人
未
満
の

け
ん

も
の
及
び
貨
物
の
運
送
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
三
輪
自
動
車
、
カ
タ
ピ
ラ
及
び
そ
り
を
有
す
る

軽
自
動
車
並
び
に
被
牽
引
自
動
車
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
車
両
総
重
量
二
ト
ン
以
下
の
も
の
に
備

け
ん

え
る
も
の
に
限
る
。
）

四
十
一
〜
四
十
六

（
略
）

四
十
一
〜
四
十
六

（
略
）

（
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
特
定
装
置
）

（
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
特
定
装
置
）

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

特
定
装
置
の
種
類

規
則
番
号

特
定
装
置
の
種
類

規
則
番
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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四

第
二
条
第
四
号
の
施
錠
装
置

第
六
十
二
号

四

第
二
条
第
四
号
の
施
錠
装
置

第
六
十
二
号

四
の
二

第
二
条
第
四
号
の
二
の
施
錠
装
置

第
十
八
号
第
二
改
訂
版

第
百
十
六
号

四
の
三

第
二
条
第
四
号
の
三
の
イ
モ
ビ
ラ
イ
ザ

第
九
十
七
号
改
訂
版

第
百
十
六
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

十
八

第
二
条
第
二
十
二
号
の
前
部
霧
灯

第
十
九
号
第
二
改
訂
版

十
八

第
二
条
第
二
十
二
号
の
前
部
霧
灯

第
十
九
号
第
二
改
訂
版

十
八
の
二

第
二
条
第
二
十
二
号
の
二
の
側
方
照
射
灯

第
百
十
九
号

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
十
四

第
二
条
第
四
十
号
の
停
止
表
示
器
材

第
二
十
七
号
第
三
改
訂
版

三
十
四

第
二
条
第
四
十
号
の
停
止
表
示
器
材

第
二
十
七
号
第
三
改
訂
版

三
十
四
の
二

第
二
条
第
四
十
号
の
二
の
盗
難
発
生
警
報
装
置

第
九
十
七
号
改
訂
版

第
百
十
六
号

三
十
五
〜
三
十
八

（
略
）

（
略
）

三
十
五
〜
三
十
八

（
略
）

（
略
）

（

）
（

）

（

）
（

）

第
三
号
様
式

特
別
な
表
示

第
六
条
関
係

第
三
号
様
式

特
別
な
表
示

第
六
条
関
係

（

）

（

）

略
略

特
定
装
置
の
種
類

ａ
特
定
装
置
の
種
類

ａ

（

）

（

）

（

）

（

）

略
略

略
略

第
二
条
第
四
号
の
施
錠
装
置

８
以
上

第
二
条
第
四
号
の
施
錠
装
置

８
以
上

第
二
条
第
四
号
の
二
の
施
錠
装
置

第
二
条
第
四
号
の
三
の
イ
モ
ビ
ラ
イ
ザ

（

）

（

）

略
略
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（

）

（

）

（

）

（

）

略
略

略
略

第
二
条
第
二
十
二
号
の
二
の
側
方
照
射
灯

５
以
上

第
二
条
第
二
十
三
号
の
車
幅
灯

５
以
上

第
二
条
第
二
十
三
号
の
車
幅
灯

（

）

（

）

略
略

（

）

（

）

（

）

（

）

略
略

略
略

略
８
以
上

略
８
以
上

（

）

（

）

第
二
条
第
四
十
号
の
停
止
表
示
器
材

第
二
条
第
四
十
号
の
停
止
表
示
器
材

第
二
条
第
四
十
号
の
二
の
盗
難
発
生
警
報
装
置

（

）

（

）

（

）

（

）

略
略

略
略


